
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

    

 

  

 

  令和 8 年第 2 回（ 3 月） 

西 原 町 議 会 定 例 会 

一 般 質 問 通 告 

質 問 日 質   問   議   員 

3月 13日（金） 

4人 

① ① 伊 集  悟 ② 比 嘉 利 和 ③ 屋比久  満 

④ 仲 松  勤   

3月 16日（月） 

3人 

 

⑤ 山 城 勝 貴 ⑥ 大 城 誠 一 ⑦ 前 里 光 信 

    

3月 17日（火） 

3人 

⑧ 真栄城  哲 ⑨ 儀 間 駿太郎 ⑩ 伊 計 裕 子 

     

3月 18日（水） 

3人 

⑪ 長 浜 ひろみ ⑫ 喜 納 昌 盛 ⑬ 新 田 宗 信 
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         一般質問通告内容（令和 8 年 第 2 回定例会） 

質 問 者 ① 伊 集  悟  議 員 質問の相手 

１．こどもを性

暴力から守るた

めの「こども性

暴力防止法」の

準備体制につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．子どもを虐

待や暴力、体罰

から守る取組に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

３．職員が安心

して働ける職場

令和６年１２月議会でこどもを性暴力から守るための「こ

ども性暴力防止法（日本版ＤＢＳ）」について取り上げました。

同法は本年１２月２５日から施行されることが決定し、１月

に「こども性暴力防止法施行ガイドライン」も公表されまし

た。そこで伺います。 

 

（１）同法は、学校や保育所、学童、学習塾など、こどもに対

して教育や保育等を行う事業者にこどもへの性暴力を

防ぐためにどのような取組を求めているか。 

 

（２）対象となる町内の事業者（義務対象・認定対象）及び対

象者について。 

 

（３）義務対象となる公的施設での運用体制の構築に向けた

取組について。 

 

（４）認定対象となる町内の民間事業者への周知・啓発の取組

について。 

 

 

（１）本町の過去３年間の児童虐待の対応件数及び虐待種別、

相談経路について。 

 

（２）本町の過去３年間の学校での体罰等の発生件数及び特

徴について。 

 

（３）生徒による暴行の様子を撮影した動画がＳＮＳ等で拡

散される問題が全国で相次ぎましたが、本町の学校で

このような事案はないか。 

 

 

昨年６月議会でカスタマーハラスメント対策の必要性につ

いて取り上げました。当該対策は、職員を守るだけでなく、持

町 長 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

町 長 
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環境づくりにつ

いて 

 

 

 

４．自主財源確

保の大きな一

手。ふるさと納

税の寄附拡大に

ついて 

 

 

 

 

続可能で適正な行政サービスを維持するためにも重要な取組

です。対応マニュアルの作成も進めるとのことでしたが、全体

的な取組状況を伺う。 

 

 

（１）令和６年度及び７年度の寄附件数と寄附額及び町民に

よる他自治体への寄附件数と寄附額、収支について 

 

 

（２）近隣自治体との比較ため、与那原町、中城村の令和６年

度及び７年度の寄附額の推移について。 

   

  

（３）令和８年度の寄附拡大の取組について。 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

質 問 者 ② 比 嘉 利 和  議 員 質問の相手 

１．幸地地区に

おける区画整理

事業の可能性 

 

 

 

 

幸地地区を持続可能なまちづくりの理念的中核に位置付け

ることについて 

 

本町を取り巻く社会環境は、人口構造の変化、経済環境の

不確実性、そして自然災害の頻発など、大きな転換期にあり

ます。こうした時代において求められるのは、目先の整備に

とどまらず、将来世代に責任を持てる持続可能なまちづくり

町 長 
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をいかに構築するかという理念的視点であります。 

 

そのような中、幸地地区 19ヘクタールの土地区画整理事

業は、沖縄自動車道新インターチェンジの連結という地理的

優位性を背景に、本町の未来像を具体化できる重要な拠点で

あります。この立地は、広域交通ネットワークと直結し、居

住、雇用、防災など多面的な可能性を有しており、西原町の

将来を象徴する地区になり得るポテンシャルを備えておりま

す。 

 

私は、幸地地区を単なる住宅整備地区としてではなく、

「働く」「暮らす」「守る」が調和する持続可能な都市モデル

として育成することが、本町の将来像を明確にするうえで極

めて重要であると考えます。若い世代が安心して住み、子育

てができ、働く場が身近にあり、災害時にも安全性が確保さ

れる——そのような総合的なまちづくりこそが、これからの自

治体に求められる姿ではないでしょうか。 

 

また、防災機能を備えた安全性の高い都市形成は、町の信

頼性を高め、住み続けたいと思われる地域づくりにつながり

ます。幸地地区は、こうした新しい都市モデルを体現できる

先導的エリアとして位置付けることが可能であると考えま

す。 

 

そこで町長にお伺いいたします。 

 

（１）町長は西原町の持続可能な将来像をどのように描いて

おられるか。 

 

（２）その将来像の中で、幸地地区をどのような役割を担う

地区として位置付けていくお考えか。 

 

（３）「働く場」「暮らす場」「守る力」が調和するまちづく

りを、本町の理念として掲げることについてどのよう

に考えるか。 

 

（４）幸地地区を本町の未来を象徴するモデル地区として育

成していく意思はあるか。 
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２．沖縄都市モ

ノレール周回線

構想を踏まえた

西原町の交通・

都市戦略につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幸地地区は、今後の西原町の方向性を内外に示す象徴的プ

ロジェクトとなり得ます。ここにどのような理念を込めるの

かが、本町の未来を規定すると言っても過言ではありませ

ん。 

 

町長におかれましては、西原町の将来像とその中での幸地

地区の位置付けについて、理念的観点からのお考えをお示し

いただきたいと思います。 

 

 

令和 8年 1月 6日付沖縄タイムスにおいて、沖縄県が検討

を開始した「次世代交通ビジョン」に関連し、浦西から西原

町、与那原町、南風原町を経由し那覇市へ戻る周回型の軌道

系交通構想が大きく報じられた。これは単なる交通延伸では

なく、中南部都市圏を一体として再編する長期的都市基盤構

想であり、各自治体の将来戦略を問う重要な政策課題であ

る。 

 

人口減少社会、脱炭素社会、持続可能な財政運営という時

代背景を踏まえると、自動車依存型の都市構造から公共交通

を基軸とした都市形成への転換は不可避であり、本町がこの

構想に主体的に関与できるか否かは、将来の人口構造、税収

基盤、企業立地、住環境の質に直結する。 

 

特に幸地インターチェンジ周辺は、広域交通結節点として

の潜在力を有し、パークアンドライド機能を含む駅拠点形成

と戦略的土地利用を行うことで、本町は中南部都市圏の重要

な結節拠点へ発展する可能性を持つ。この歴史的機会を逃さ

ないため、本町は受け身ではなく、県に対して主体的な政策

提案を行うべきである。 

 

以上を踏まえ、町長に以下の事項について伺う。 

（１）本町は本周回線構想を、将来の人口維持、企業誘致、

都市再編を進める戦略的基盤として正式に位置付ける

べきと考えるが、町長の基本方針を伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．徳佐田地区

の組合方式区画

整理事業につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）幸地インターチェンジ周辺を含む町内候補地につい

て、需要予測・交通結節機能・土地利用転換を前提と

した具体的提案を県へ提出するため、庁内横断の検討

組織を設置すべきと考えるが、その実施時期および体

制について見解を伺う。 

（３）軌道系交通を前提とした都市マスタープランの見直

し、用途地域の戦略的誘導、歩行者・自転車ネットワ

ーク整備、駅前拠点形成を含む長期都市戦略を策定す

べきと考えるが、町として将来計画の再構築に着手す

る意思はあるのか伺う。 

（４）本構想は広域連携が不可欠であることから、与那原

町、南風原町、浦添市との協議体を構築し、共同で県

へ政策提案を行う枠組みを整備すべきと考えるが、広

域連携に対する町長の見解を伺う。 

 

 

徳佐田地区は都市化の進展に伴い、道路幅員の不足、排水

機能の脆弱性、防災面の課題、土地利用の未整理など、将来

の都市基盤整備に向けた構造的問題を抱えている。一方で同

地区は、町の将来を支える重要な居住拠点となり得る潜在力

を有しており、計画的な面整備を実施することは、人口減少

時代における持続可能なまちづくりの観点から極めて重要で

ある。特に近年は短時間集中豪雨の頻発により、従来型の部

分改修では限界があり、流域全体を視野に入れた総合的な治

水と都市整備を同時に進める必要がある。 

 

土地区画整理事業は、道路、公園、排水、防災拠点、公共

施設用地を一体的に再編できる制度であり、防災性と生活環

境を同時に向上させる有効な手法であると考える。 

 

（１）徳佐田地区を将来の重点整備地区として位置付け、持

続可能な都市拠点として再編する方針を持つか。 

 

（２）土地区画整理事業の導入可能性について基礎調査を開

始し、概略設計および費用試算を含む初期検討を行う

考えはあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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４．森川地区と

徳佐田地区をむ

すぶ町道につい

て 

 

 

 

（３）雨水排水対策を前提とした流域単位の治水計画を再評

価し、調整池や雨水幹線を含めた総合設計を検討する

方針はあるか。 

 

（４）防災拠点や地域施設の戦略的配置を計画段階から位置

付ける考えはあるか。 

 

（５）国庫補助制度や沖縄振興関連交付金を活用した財源確

保の検討状況はどうか。 

 

（６）住民参加型の合意形成を早期に開始する方針はある

か。 

 

 

森川地区および徳佐田地区は、本町西部地域における重要

な生活圏であり、今後の人口配置、住宅地形成、防災対策お

よび交通分散の観点から、計画道路の整備が不可欠な地域で

ある。 

 

町道翁長徳佐田線および森川翁長線をはじめとする計画道

路は、本町都市計画マスタープラン上、幹線機能を担う重要

路線として位置づけられているが、一部区間は未整備のまま

であり、生活道路への交通集中、通学時の安全性、災害時の

避難動線確保など、地域課題が顕在化している。 

 

特に、幸地インターチェンジへのアクセス強化、西原西地

区の面的整備との連動、将来的な土地利用誘導の観点から

も、未整備道路の整備優先順位と工程を明確にすることは、

町の持続可能なまちづくり戦略上需要である。 

 

（１）森川地区および徳佐田地区における未整備の計画道路

について、現在の整備状況と今後の整備予定区間を具

体的に示されたい。 

 

（２）町道翁長徳佐田線および森川翁長線の整備について、

都市計画上の位置づけと、本町長期交通計画における

役割を伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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（３）当該路線整備に係る 

ア．事業化の時期 

イ．財源計画（国・県補助の活用） 

ウ．用地取得の見通し 

について、現時点の計画を示されたい。 

 

（４）未整備区間解消による交通渋滞緩和、防災機能向上お

よび地域活性化への効果を、町はどのように評価して

いるか。 

 

（５）森川地区・徳佐田地区を将来的にどのような都市機能

拠点として育成していくのか、道路整備と土地利用を

一体とした町のビジョンを伺う。 

 

 

質 問 者 ③ 屋比久  満  議 員 質問の相手 

１．令和８年度

施政方針につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 崎原町長は、２期目の折り返しに向けた節目の施政方針と

なりますが、これまでに着手し、推進した各種施策を着実に

深化・発展させるとともに、掲げた公約の一層の実現に向

け、引き続き全力で取り組んでいく決意である。と述べてお

りますが、以下についてお聞きします。 

 

（１）小学校の水泳指導の民間委託について、は、児童の確

かな泳力向上と教職員の業務負担軽減を図るため、令

和８年度からその対象を町立４小学校に拡大する。と

ありますが 

ア．各小学校別の水泳授業の期間・日数をお聞きします。 

イ．各小学校別の委託費をお聞きします。 

ウ．委託することによる費用対効果をお聞きします。 

 

（２）スポーツチームの合宿誘致を推進し、生涯スポーツの振

興に努める。 

ア．令和７年度西原町に、何チームが合宿したかをお聞き

します。 

イ．西原町の経済効果をお聞きします。 

ウ．西原町に、宿泊したチーム数をお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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（３）こどもたちの安全な通学環境の確保に向け、グリーンベ

ルト整備に取り組むとありますが、以前お願いした我謝

地域に設置して下さりありがとうございました。今後

は、「ブルーベルト」の表示についてお聞きします。 

 

（４）高齢者に対する新型コロナワクチンの助成額を増額し

利用者の負担軽減を図る。 

助成額の具体的な金額をお聞きします。 

 

（５）国保の累積赤字を令和８年度中の解消を目指す。 

累積赤字額をお聞きします。 

 

（６）ゆがふ製糖の老朽化に伴う建替に向け、県や各市町村、

関係団体と連携して取り組みます。 

ア．建設費の総額と、県で何市町村が負担するかをお聞き

します。 

イ．西原町の負担額をお聞きします。 

ウ．本町の負担額は、助成金があるのかをお聞きします。 

 

（７）大型ＭＩＣＥ施設の供用開始を見据え、アフターＭＩＣ

Ｅ事業の展開による町内への観光需要誘因に向けた取

組を検討するとともに、引き続き東海岸地域サンライズ

推進協議会の構成町村と連携した広域的な取組を推進

します。 

ア．大型ＭＩＣＥ事業について本町の経済効果の試算を

お聞きします。 

イ．アフターＭＩＣＥの展開について具体的な見解をお

聞きします。 

ウ．沖縄県主導の事業でありますが、個人的には、資材費

や人件費の高騰で同事業は、大変厳しいと思いますが

町長の見解をお聞きします。 

エ．私見では有りますが、ＭＩＣＥ事業を断念するよう近

隣市町村の首長と県に直談判し、県内初の大型商業施

設を誘致したほうが現実的だと思いますが、町長の見

解をお聞きします。 

 

（８）町道整備事業については、東崎兼久線、兼久安室線、兼

 

町 長 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

町 長 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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２．国道事業に

ついて 

 

久仲伊保線、呉屋安室線などの整備に取り組みます。 

ア．兼久東崎線について、国道の接続について現状をお聞

きします。 

イ．兼久安室線についても以前は、シンボル道路という事

でしたが、進捗率と完成時期をお聞きします。 

 

（９）公共交通の充実について、令和７年度は「西原町地域公

共交通計画」の策定に着手し、現状把握やニーズ調査等

を実施します。とあるが、令和８年度は、地域の実情に

沿った「地域公共交通計画」を策定します。そこで以下

についてお聞きします。 

令和７年度に「西原町地域公共交通計画」の策定に着手

するとあるが、令和８年度も「地域公共交通計画を策定

します。令和７年度に着手することが出来なかった理由

をお聞きします。 

 

（１０）令和８年度の各予算案についてお聞きします。 

国民健康保険特別会計（4,073,857 千円）に対し、令

和７年度（4,218,403 千円）減額の要因をお聞きします。 

 

 

サンエー西原シティ手前の国道３２９号線から西原東中学

校に信号機が設置され、右折帯が表示されていますが供用開

始時期についてお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

質 問 者 ④ 仲 松  勤  議 員 質問の相手 

１．学校給食の

無償化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

長引く物価高騰は学校給食にも影響を与え、栄養バランス

のとれた給食の提供を維持するためにも、給食費の値上げが

余儀なくされる状況が続いております。これは子育て世帯に

とっては経済的負担が一層重くのしかかる事態であり、負担

軽減に取り組む必要を問い続けております。令和 8 年度にお

いては、国・県による支援と併せ、物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金の活用で町立小中学校の学校給食費を無償

化するとのことですが、我が西原町においての具体的な内容

を問います。子ども達の健やかな成長と学びを支える学校給

食でありますので、是非とも小中学校の継続的な支援となる

町 長 
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２．高校生まで

の医療費無償化

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．0～2歳児の

保育料無償化に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう期待します。町長の見解を問います。 

 

 

少子高齢化の現在において、出産支援・子育て支援を推進

していく取り組みが重要となっており、高校生年代までの通

院・入院医療費助成の対象を拡充する取り組みを進めていく

とのことですが、具体的な施策について町長の見解を問いま

す 

（１）対象年齢 

（２）実施時期 

（３）今年度の予算額 

（４）高校生年代までの無償化に伴う条例制定などの対応 

（５）県や国に対して支援要請をすべきと考えるが見解は 

（６）今後の課題と対応について 

 

 

少子化の拡大は急速に進行しており、2023 年の出生数は約

72 万人と年々過去最低を更新しています。政府は「こども未

来戦略」を掲げ、こども家庭庁を中心に少子化対策を強化して

いますが、依然として子育て世帯の経済的負担は重い状況に

あります。 

現在、3 歳から 5 歳児の保育料は国制度により無償化されて

いますが、最も保育ニーズが高く、かつ保育料負担が重い 0 歳

から 2 歳児については住民税非課税世帯を除き無償化されて

おりません。本町においても、若い世帯の転出超過や出生数の

減少が続いており、抜本的な子育て支援の拡充が急務であり

ます。 

総務省の家計調査等を基に推計すると、子育て世帯の可処

分所得に占める保育料の割合は非常に高く、仮に年収 350～

400 万円の共働き世帯においては、可処分所得の約 15～20％

が保育料に充てられているとの試算もあります。これは住宅

ローンや食費、光熱費の高騰が続く中で、家計を大きく圧迫す

る水準であり、「第 2 子・第 3 子をためらう要因」「出産・育

児による離職」「市外への転出」といった影響を与えている可

能性があります。 

0～2 歳児の時期は、人格形成の基礎を築くための重要な時

期でありながら、子育て世帯としては、育児と就労の両立が最

も困難で、世帯収入も安定しにくい時期と言えます。この時期

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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４．民生委員の

支援拡大につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の保育料を無償化することは、子育て世帯の可処分所得を年

間数十万円押し上げる・女性の就業継続を後押しし、地域経済

を支える・出生率改善への直接的なインセンティブとなる・

「子育てしやすい町」としてのブランド向上につながる、とい

う多面的な効果が期待されます。これまでも何度も子育て支

援について訴えていますが、なにより大切なことは、子育て支

援は「支出」ではなく、将来の税収と地域活力を生む「投資」

であるということです。0～2 歳児保育料の無償化は、単なる

福祉政策ではありません。それは、子育て世代への明確なメッ

セージであり、人口減少に対する攻めの政策・地域の未来を守

る投資であります。町長の前向きな答弁を強く求め、以下を問

います。 

（１）本町における 0～2 歳児の保育料負担の実態 

（２）子育て世帯の経済的負担軽減策として、保育料無償化を

検討に関する見解は 

（３）無償化を実施した場合の必要予算はどの程度と試算し

ているか 

（４）段階的実施も含めた制度設計の検討状況は 

（５）県・国に対し政策提言や陳情、意見要請すべきだが見解

は 

（６）「子育てするなら西原町」と言われる町を目指す覚悟

はあるか 

 

 

本町においても高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加、生活

困窮、ヤングケアラー、ひきこもりなど、地域課題は年々複雑

化・多様化しています。こうした中、地域福祉の最前線で住民

に寄り添い、行政と住民をつなぐ役割を担っているのが民生

委員・児童委員の皆様です。民生委員制度は、民生委員法に基

づき設置され、厚生労働行政の協力機関として位置付けられ

ています。しかしながら、担い手不足・高齢化・活動内容の高

度化や専門化・個人情報保護への対応負担・無報酬（実費弁償

のみ）という処遇などの課題が顕在化しており、本町でも欠員

や後継者不足が深刻化しているのではないでしょうか。 

民生委員・児童委員の活動内容は、高齢者の見守り訪問・子

育て世帯への支援・生活困窮者への相談対応・災害時の安否確

認・行政施策の周知など多岐にわたり、事実上「地域福祉の総

合窓口」となっています。特に近年は、8050 問題を始め、認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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知症高齢者の増加とともに児童虐待リスク世帯への対応な

ど、専門性や心理的負担を伴う案件も増えているようです。し

かしながら、民生委員は非常勤特別職の地方公務員ではある

ものの、実質的にはボランティアに近い位置づけであり、支給

されるのは活動費相当の実費弁償にとどまっています。この

ままでは担い手の確保はますます困難となり、地域福祉の基

盤が揺らぐ恐れがあります。 

これまでも何度も訴えておりますが、民生委員、児童委員

を「善意に依存する制度」から「持続可能な地域福祉の専門

的担い手」へと位置づけ直す必要があると考えます。具体的

な対策として、活動費の増額（実費弁償の実質的引き上

げ）・相談支援に対する専門職バックアップ体制の強化・ICT

導入による事務負担軽減・心理的ケアや研修機会の充実・次

の世代が参画しやすい環境整備など、必要になってくるので

はないでしょうか。 

また、処遇改善の具体的な対応として、まず活動費を一人当

たり年額 6 万円増額し、対象者が 60 人であれば、6 万円 × 60

人 ＝ 360 万円となります。現状の委員会への予算約 627 万

円と併せて年間約 987 万円規模で多少なり処遇改善が可能と

なります。これは本町一般会計から見ても過大な負担ではな

く、地域のセーフティネットを維持するための重要な投資で

あり、徐々に拡充していく必要があると考えます。 

子育て支援の拡充も、高齢者支援の充実も、最終的に地域で

それを支える人がいなければ機能しません。民生委員の皆様

は、地域の最前線で孤立を防ぎ、命を守り、安心を届けてくだ

さっています。その重責を善意だけに委ねるのではなく、制度

としてしっかり支えることこそ、行政の責任であります。子育

て支援とあわせて、地域福祉の基盤強化として民生委員支援

の拡充を求めます。町長の前向きな答弁を強く求め、以下を問

います。 

（１）本町における民生委員の定数並びに欠員状況および平

均年齢 

（２）活動内容の高度化に対し、現在の支援体制は十分と考え

るか 

（３）活動費の増額など、処遇改善について検討する考えはあ

るか 

（４）欠員が増し、活動が困難となれば町福祉職員が業務代行

等で民生委員業務を担うのか 
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５．県営住宅の

建て替え及び人

口増加に向けた

新規建設誘致に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）国に対し、制度の見直しや現行の年間支給額「1 人当た

り 6 万６０００円」から増額するよう要求すべきではな

いか 

（６）民生委員を本町の「地域福祉の要」とし、戦略的に支援

拡充する意思はあるか 

 

 

本町内に所在する県営住宅（内間団地・西原団地）は、建築

から約 40 年近く経過しております。外壁や給排水設備の老朽

化が進んでいます。入居者には高齢者や身体的負担を抱えな

がら生活をされている方も多くいます。特に、5 階建てでエレ

ベーターが設置されていない現状は深刻で、高齢者にとって

階段の昇降は大きな負担であり、災害時の避難にも不安を抱

えておられます。住宅は単なる建物ではなく、町民の命と暮ら

しを守る基盤であります。県営住宅の問題は、「子育ての拠点・

高齢者の安心・社会的弱者の生活保障・防災対策・人口減少対

策」全てに関わるまちづくりの根幹であり、老朽化対策だけが

メインではありません。 

県の所管であるという理由で受け身になるのではなく、町

として主体的に県へ働きかけるべきと考えます。町長の見解

を問います。 

（１）安全性と老朽化対策について問います 

ア．築 40 年になろうとしている県営住宅の耐震性および

設備の安全性について、町としてどのように把握して

いるのか。 

イ．最新の耐震診断結果および長寿命化計画の内容につ

いて、県からどのような説明を受けているのか。 

ウ．エレベーター設置やバリアフリー改修等、県と具体

的な協議を行っているのか。 

（２）高齢化・社会的弱者への配慮について問います 

ア．当該住宅の高齢化率および要支援・要介護認定者の割

合を把握しているか 

イ．階段昇降が困難な住民への住み替え支援など、具体的

対策は講じられているか 

ウ．災害時の避難支援体制は十分と考えているか 

（３）建て替えの必要性について問います 

老朽化と耐震欠如が同時進行している現状においては、

単なる修繕では限界があるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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ア．建て替えを含めた抜本的再整備について、県へ正式に

要望する考えはあるか 

イ．建て替えとなった場合、現入居者の居住継続や家賃負

担増への配慮をどのように担保するか 

 

（４）人口増加に向けた攻めの住宅政策を問います 

ここで視点を「守り」から「攻め」に転じたいと思いま

す。本町は人口減少が進み、若年世帯の流出が続いてい

ます。住宅確保は定住の大きな条件であります。 

ア．県営住宅を人口減少対策のインフラとして位置付け、

新たな県営住宅の誘致または建て替え時の戸数拡充を

県へ要望する考えはあるか 

イ．若年世帯・子育て世帯向け間取りを中心とした整備に

ついて、県と協議する意思はあるのか 

ウ．移住促進政策と連動した公営住宅活用を町として具

体化すべきではないか。またこれらは新たな公共事業

となり、町の商工業の発展に繋がると考えるが見解を

問う 

 

 

質 問 者 ⑤ 山 城 勝 貴  議 員 質問の相手 

１．高齢者の住

居支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施政方針のなかで令和 8 年度においても高齢者福祉の分野

では本町の実情に応じた地域包括ケアシステムの実現が掲げ

られています。問題が多種多様化、複雑化する現在、住居支

援についても地域包括ケアシステムの実現に向けて喫緊の課

題になっているかと思います。そこで以下の点を伺います。 

 

（１）町内における高齢者の住宅確保要配慮者の現状をどの

ように把握・評価しているか伺います。 

 

（２）令和 6 年度、7 年度現在の 65 歳以上の高齢者からの

住まいに関する相談件数を伺います。 

 

（３）虐待などの事情により世帯から一時保護するための施

設の確保や自宅に戻れない場合の住居の確保はどのよ

うになっているか伺います。 

 

町 長 
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2. 教育行政に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．通学路の安

全について 

 

 

 

 

 

 

４．災害対策に

ついて 

 

（４）市区町村による居住支援協議会の設置は努力義務とさ

れていますが、改めて住宅支援協議会の設置について

本町の見解を伺います。 

 

（５）空き家を高齢者の虐待からの一時避難所や住居として

確保することは検討できないか伺います。 

 

 

教育行政について以下の点を伺います。 

 

（１）施政方針では部活動の地域展開について、現状と課題

を整理し、関係機関と連携しながら持続可能な基盤づ

くりに努めますとあります。 

どのような過程、スケジュールでやっていくのか現

場の意見や指導者、保護者、こども達の意見をどのよ

うに反映させていきたいのか、西原町としての方向性

を伺います。 

 

（２）学校部活動の地域連携について、地域の部活指導員の

現状と課題を伺います。 

 

（３）施政方針では地域住民等の参画により地域と学校が連

携・協働する地域学校協働活動の一体的推進に取り組

むことを示していますが、具体的な取り組み内容を伺

います。 

 

 

先日坂田小学校前の交差点にてこどもと車両の接触事故が

起きました。以前の議会において時間帯を限定して歩車別信

号への切り替えは検討できないか伺いました。渋滞のため慎

重な判断が必要であるとの答弁でしたが、実際に事故が起こ

ってしまっていまいました。当該箇所の歩車別信号への見解

を伺います。 

 

 

施政方針では災害等から町民の身体、生命及び財産を守る

ため、東部消防組合及びその他関係機関、自主防災組織との

連携を進めることが掲げられています。そこで以下の点を伺

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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５．町道の渋滞

緩和について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．西原運動公

園の遊具につい

て 

います。 

（１）沖縄県地震被害想定調査では、西原町は沖縄本島南東

沖地震 3 連動地震の被害が最大になると想定されてい

ます。この想定に備えて最低限維持すべき業務の整理

や業務に必要な人員の配置、庁内の訓練計画、シミュ

レーションなどの実施予定はあるか伺います。 

 

（２）自主防災組織と連携した訓練等の実施、意見交換など

の取り組み状況について伺います。 

 

（３）地震や風水害などの災害時に「自助」、「共助」、行政

等との「協働」による被害を軽減する防災士の養成に

ついて町の見解を伺います。 

 

（４）小学校や中学校との防災、災害時の対応、課題など共

通認識を図る協議の場はあるか伺います。 

 

 

町道について以下の点をお聞きします。 

 

（１）町道小那覇マリンタウン線について、兼久・仲伊保線

との交差点に現在信号機が設置されていますが夕方の

退勤時間帯には渋滞がみられます。イルカ公園側から

サンエー西原シティ向けの信号機に時差式か右折専用

信号を設ける必要があるかと思いますが町の見解を伺

います。 

 

（２）翁長上原線について以前おゆずりゾーンを設置して頂

きましたが機能していないとの声もあります。ゾーン

拡張などの改善は可能か伺います。 

 

 

西原運動公園の遊具について以下の点を伺います。 

 

（１）遊具の点検頻度を伺います。 

 

（２）現在経年劣化により破損している遊具があるかと思い

ます。安全対策について伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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質 問 者 ⑥ 大 城 誠 一  議 員 質問の相手 

１．本町初の公

立こども園西原

こども園の運営

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．下水道事業

の進進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．帯状疱疹ワ

クチン定期接種

受診状況につい

て 

西原こども園の運営について 

 

（１）令和 8 年度より開園する西原こども園の受け入れ園児

の各クラスの人数について聞く。 

 

（２）新たに 3 歳児の受け入れを開始することにより待機児

童の解消を図るとしている。令和 8年度待機児童予測に

ついて聞く。 

 

（３）「質の高い教育・保育」の実践を行うモデル園を目指す

とあるが「質の高い教育・保育」とは。 

 

 

下水道事業の推進については、施政方針において未普及地

区解消のため、地方創生汚水処理施設整備推進交付金も活用

し、西地区土地区画整理事業地区内をはじめ、経営戦略に基づ

き計画的に整備を進めるとある。 

 

（１）事業（面整備、事業費ベース）の進捗状況について聞く。 

（２）接続率について聞く。 

 

（３）使用料の改定に向け取り組み経営改善化に努めるとあ

るが使用料の改定方策について聞く。 

 

（４）事業推進上の問題点は。 

 

（５）与那城 2 号線から与那城 4 号線への下水道管の敷設が

途中で途切れている理由は。 

 

（６）接続時期はいつごろになるのか。 

 

 

令和 7 年度 3 月議会質問時に、帯状疱疹ワクチン定期接種

事業については、令和 7 年度から、年度年齢６５歳から 5 歳

刻みの方々１，450人の方々を対象に実施する。との答弁があ

った。 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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４．青少年の健

全育成の推進に

ついて 

 

（１）対象者 65歳からら 5歳刻み毎の接種件数、接種率につ

いて聞く。 

 

（２）実施状況からどのように評価するか。 

 

 

青少年の健全育成の推進 

令和 8年度施政方針において、児童生徒の深夜徘徊や飲酒・

喫煙・薬物乱用防止のほかＳＮＳの不適切な使用による犯罪

等の防止に向けて、関係機関・団体と緊密な連携を図るとあ

る。 

 

（１）本町の児童生徒の深夜徘徊等不法行為の状況について

聞く。 

 

（２）薬物依存症の回復支援に取り組む沖縄ダルクの代表は

「ここ 1 年で若年層の薬物に絡む相談が急激に増えた

感覚がある」と語り、薬物乱用の低年齢化に危機感を

示し「教育の中で、薬物依存の恐ろしい結末を粘り強

く訴えていく必要がある」と話していたとの報道があ

る。本町の中学生向けに薬物依存の恐ろしさを訴える

取り組みを行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質 問 者 ⑦ 前 里 光 信  議 員 質問の相手 

１．町政運営に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）町長の施政方針の中から 

ア．町長のトップセールスにより財政健全化について 

これまでの実績はどのようなもので、どれ程の効

果をもたらしているか。特に企業版ふるさと納税等

の拡充は今どうなっているか説明を求める。 

イ．ゆがふ製糖の老朽化に伴う建替えに向け、県や各市

町村、関係団体と連携して取り組みます。」とありま

すが、具体的にはいくらの建て替の予算が算出され

ており、県がいくら負担し、又各市町村の負担額が

いくら予定されているか。西原町の負担は今どうな

っているか。示されたい。 

町 長 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．教育行政に

ついて 

ウ．不法投棄を未然に防ぐため、関係機関と連携し、環

境パトロールを実施する。」とありますが現状はどう

なっているか。つまりどうゆう場所に多く投棄され

ていて、その取り扱いはどうなっているか。これま

でと比較して改善されているのか、担当課の説明を

求める。 

エ．墓地行政について。近年、町民から、新しく建設

（建立）の為、町当局に申請された件数と許可した

件数を示されたい。 

オ．少子高齢化が進む今日「安心して生み育てられる環

境づくり」は大変重要だと思います。令和８年度か

ら新たに始まる乳児等通園支援事業（こども誰でも

通園制度）を保護者の就労に関わらず、生後 6 ケ月

から満３歳未満児が対象とありますが、その際入園

の順位はどうなるのか。 

カ．うんたま市場の経営状況について現状はどうなって

いるか。黒字ですか。 

 

 

（１）「家庭・地域と連携・協動した教育活動の推進」とあ

りますが、その実行にあたり、どのような形になるの

か。例えば地域とは保護者のみならずその地域住民全

てが共に行動することになるのか。 

 

（２）最近の県内の新聞によると、多数の高校生達が薬物乱

用で警察に保護された旨、報道されており、依然とし

て課題が残されたままになっている。高校生で終ら

ず、下級生いわゆる中学生にも波及されて来る可能性

があると心配して居り、その点について当局の考えを

お聞きしたい。 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

町 長 

教育長 

 

 

 

教育長 

質 問 者 ⑧ 真栄城  哲  議 員 質問の相手 

１．施政方針に

ついて  

 

 

 令和８年度施政方針の詳細について、以下の件を伺う。 

 

（１）トップセールスによる財政健全化で、事業費の財源確保

や各種施策における支援の拡充等について、国や県への

町 長 
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２．地域公共交

通計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．財政運営に

ついて 

要請行動に取組むとあるが、予算獲得の実績とネーミン

グライツについての内容が削除された理由を伺う。 

 

（２）町民の暮らしをまもるの中で、国からの交付金で町民と

事業者双方を支えるとある。交付金以外の本町独自の施

策を伺う。 

 

（３）地域活性化事業の推進で、自治会の自主的な地域自治会

活動や青年連合会への具体的な支援を伺う。 

 

（４）文化事業の推進で、民間や文化・芸術団体の活力を活か

した様々な催し物を通して、町民が文化・芸術に触れる

機会の創出について、町が企画・運営した実績を伺う。 

 

（５）消防・防災体制等の確立で、新年度休止となっている「無

電柱化推進計画」が明記されている理由を伺う。 

 

（６）自治体ＤＸの推進による行政サービスの向上について、

本町が目指しているものは何か。 

 

（７）町民参画によるまちづくりの推進で、これまで実施した

重要な計画策定において、アンケートの回答率やワーク

ショップの参加状況を伺う。 

 

 

 西原町地域公共交通協議会において議論した、本町の公共

交通における課題を踏まえ、地域の実情に沿った地域公共交

通計画を策定し新たな公共交通モード導入に向けた実証事業 

に取組むと施政方針にある。以下の件を伺う。 

 

（１）地域公共交通計画は、なぜ必要と考えるか伺う。 

 

（２）本町の地域公共交通計画のグランドデザインを伺う。 

 

 

 令和８年度の一般会計予算額１６７億５，５００万円。基金

取崩し額も約１２億円となった。以下の件を伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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（１）本町の標準財政規模を伺う。 

 

（２）今後、さらに経常支出の増加、公共施設の建替え等に膨

大な予算が必要となる中、きめ細かい財政コントロール

をどの様に行っていくのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

質 問 者 ⑨ 儀 間 駿太郎  議 員 質問の相手 

１．教育行政に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．施政方針に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）水泳指導の民間委託について 

ア．委託前と委託後の財政比較はどのようになっている

か 

イ．令和８年度から全小学校が対象になるが事業者と学

校側との調整に課題はないか。 

ウ．中学校に関してはどのように考えているのか 

エ．プール施設の今後はどのようにしていくのか 

 

（２）児童生徒の薬物使用や SNS によるトラブルについて 

ア．現在、本町における薬物使用や SNS トラブルにつ

いて把握している事案は何件あるか 

イ．今後この２点についてどのような取り組みを考えて

いるか 

 

（３）ラーケーションの取り組みについて、本町は検討して

いるか 

 

 

令和８年度施政方針より以下について伺います 

 

（１）こども医療費助成制度の対象者拡充を高校生年代まで

拡大とあるが具体的な年齢はあるのか 

 

（２）特別支援教育アドバイザーを各学校へ新たに配置とあ

るが人数と配置状況は 

 

（３）インターネットを活用した行政手続きの拡充とあるが

具体的な内容は 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

教育長 
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３．町政につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公共交通モード導入に向けた実証事業の具体的な内容

は 

 

 

町政について伺う 

 

（１）ネーミングライツ制度の取り組み状況は 

 

（２）学童の待機児童数は 

 

（３）大型 MICE 施設計画について県とどのような協議をし

て実現に向けて動いているか 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

質 問 者  ⑩ 伊 計 裕 子  議 員  質問の相手 

１．平和と暮ら

しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高市首相による突然の解散で、解散から投開票日まで戦後

最短の 16日間という、かつてない超短期戦で行われた衆院選。

予算案の審議を放り投げ、政策論争を避け、「国論を二分する

政策に挑戦する」としながら、その政策の具体的な内容は語ら

ず、「高市早苗が首相でいいのか」を前面に押し出し、選挙を

「人気投票」にすり替え、「高市旋風」を巻き起こし 3 分の 2

の議席を獲得しました。 

高市首相は憲法改定について「改正案を発議する」「少しで

も早く憲法改正の賛否を問う国民投票が行われるように環境

をつくっていく」と述べ、取り組みを加速させる考えを表明し

ました。しかし、総選挙で国民は改憲に信任を与えたわけでは

ありません。14日 15日実施の朝日世論調査でも総選挙で圧勝

した高市政権に「力を入れてほしい政策」は何かと尋ねたとこ

ろ、最も多かったのは「物価高対策」51％で、「憲法改正」は

５％にすぎません。憲法は、国家権力の乱用を防ぎ、国家の暴

走から国民を守るためのものです。改憲の発議には衆参両院

で総議員の 3 分の 2 以上の賛成が必要です。参院では明確な

改憲勢力が多数ではなく、直ちに発議が可能な状況ではあり

ません。 

高市首相は、予算案の審議を放り投げておきながら、年度内

に審議を終わらせようとしています。軍事費にではなく、物価

高対策や社会保障に税金を使うよう丁寧な審議が必要ではな

町 長 
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２．子育て支援

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．住宅確保要

配慮者への対応

いでしょうか。消費税減税は、自民党含めて多くの政党が公約

に掲げました。公約実現に向けておおいに議論する特別国会

となるよう、私たち国民は監視すべきではないでしょうか。沖

縄を二度と戦場にさせないためにも平和憲法を守り、暮らし

や福祉向上のために、町政と議会も力を合わせる時だと思い

ます。町長の見解を伺います。 

 

 

（１）施政方針における 

ア．栄養バランスの取れた学校給食の提供維持とともに、

町立小中学校の給食費無償化実現については大変評価

していますが、私立小中学校への対応はどのように考

えておられるのか。 

イ．少子高齢化の現在において、出産支援・子育て支援を

推進していく取組が重要とありますが、具体的にどの

ような取組を考えておられるのか。 

ウ．こども医療費助成制度について、高校生年代まで拡大

する取組を進めますとありますが、どのように進める

予定なのか。 

 

（２）沖縄県は、国の「こども基本法」制定、「こども大綱」

策定後、既存の「沖縄県子どもの貧困対策計画」「黄金っ

子応援プラン（沖縄県子ども・子育て支援事業支援計

画）」に加え、少子化対策等の施策を統合した「沖縄県こ

ども・若者計画」を策定しました。この県の計画に対す

る町の見解・取組を伺います。 

 

（３）「わらびプラン 2025」の児童人口の推移と推計では、就

学前児童・小学生そして 15歳から 49歳の女性人口は減

少傾向にありますが、その増加に向けた対策について伺

います。 

 

（４）西原町として「子どもの権利条例」の制定をご検討いた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 

 低所得者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他

住宅の確保に特に配慮を要する者（住宅確保要配慮者）に対す

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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について 

 

る賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティーネ

ット法）等の一部が、昨年（2025年）10月に改正され、市区

町村による居住支援協議会設置の促進（努力義務化）が国土交

通省・厚生労働省共同で推進されています。そこで、以下の点

について伺います。 

 

（１）町として居住支援協議会設置を検討されているでしょ

うか。 

 

（２）町民からの相談があった際には、どこの窓口でどのよ

うな対応をされているのでしょうか。 

 

 

質 問 者 ⑪ 長 浜 ひろみ  議 員 質問の相手 

１．施政方針か

ら 

 

 

 

 

 

 

２．こども福祉

の構築について 

 

 

 

 

 

 

 

３  こども誰で

も通園制度の実

施について 

 

 

 

平和事業の推進 

核兵器廃絶や安全保障を国際的に議論するパグウォッシュ

会議世界大会は去年広島で開催されその誘致に向けて沖縄県

議会の一般質問で知事が開催への意欲を示すニュースが報道

され感動しております。 

町長の見解を伺う。 

 

 

（１）子どもの貧困をはじめ、様々な困難を抱える子 ど

も・家庭をめぐる課題は、福祉や教育、地域、 保護者

の就労など、複数分野にまたがり、相談窓口も学校、

役場、社協、に別れておりそれぞれの連携が必要であ

ると考えるが、見解を伺う 

 

（２）実績を伺う。 

 

 

（１）「こども誰でも通園制度」は、全ての 子どもが多様な

働き方やライフスタイルに関わらず、安心して保育を

受けられる仕組みとして期待されている、就学前の子

ども達が等しく質の高い保育を受けられる環境を整え

ることは重要と考える。次年度以降は認可保育園へも

広げていくのか。 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 
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４．国保高額医

療費手続きの流

れについて 

 

５．琉球大学病

院跡地利用につ

いて 

 

 

 

６．第８回世界

のウチナーンチ

ュ大会に向けて 

 

 

 

 

（２）人材確保について（保育士） 

 

 

高額医療費手続きに来所した町民への説明手続きの説明対

応について（窓口説明） 

 

 

（１）沖縄県の誘致する（案）国立沖縄自然史博物館の設

立・誘致は場所選定に入っていると聞いている。 

 

（２）薬学部誘致（案）についてなど見解を伺う。 

 

 

令和９年度の第８回ウチナーンチュ大会成功に向けた実行

委員会の体制整備やプレイベントの計画及び次世代への継承

や経済交流の深化、ウチナーネットワークなど今から準備を

進めていく必要性があると思うが見解を伺う。 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

町 長 

質 問 者 ⑫ 喜 納 昌 盛  議 員 質問の相手 

１．町政運営全

般について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向け、町長２期目の折り返しの施政方針と事業計

画、予算が提示された。昨年、西原町都市計画マスタープラン

が全面改定され、又、第３期西原町町づくり指針が策定され

た。幾つかの各個別計画の次期計画策定も有り、それらの評

価・点検を含め、４年間の施策・目標に沿った町政運営が図ら

れることになると思うが、以下についてお聞きする。 

 

（１）次年度に向けた町長の最重要施策、目標は何か。 

 

（２）町立小中学校の給食費無償化の内容について、国、県の

交付額と町負担額はどのようになるのか。 

 

（３）指定通学区域見直しの令和９年度実施は、確実に進むの

か。 

 

（４）水道料金の改定の内容と次期は何時か。 

 

（５）下水道事業の整備計画と、使用料改定の内容と時期は。 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 町 長 

 

 

町 長 

 

 

 町 長 

 

 町 長 
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（６）子ども・子育て支援金制度が開始される説明と提案がさ

れた。すでに事業として始まっているものもあるが、そ

の支援事業対象への予算配分は。 

 

（７）国民健康保険特別会計の累積赤字解消は、次年度確実に

可能なのか。 

 

（８）新たな公共交通モード導入の実証事業とは何か。 

 

（９）町民交流センター管理運営業務委託選定作業の進捗状

況はどうなっているのか。 

 

（10）昨年１１月１４日に発生した中城村伊集地内での土砂

崩落事故は、西原町内にある旧県道と農地にも多大な

被害と影響を及ぼしている。県との復旧対策について

の対応はどうなっているのか。 

 

 

 

 町 長 

 

 

 

 町 長 

 

 

 町 長 

 

 町 長 

 

 

 町 長 

質 問 者 ⑬ 新 田 宗 信  議 員 質問の相手 

１．施政方針よ

り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）財政健全化について 

ア．ふるさと納税及び企業版ふるさと納税について令和

7 年度の実績と令和８年度の目標値を伺う。 

イ．地域消費喚起型商品券の取組についての費用対効果

を求める。 

ウ．給食費の無償化について、こども園や保育所の乳児

から園児まで拡充する考えはないか町長の見解を伺

う。 

エ．国民健康保険の累積赤字をどのように解消を図るの

か、原因と解決方法を伺う。 

 

（２）『平和で人間性豊かなまちづくり』について 

ア．地域活性化事業の推進 

（ア）平園ハイツ A 地内にある集会所建設予定地のそ

の後の対応を伺う。 

（イ）その後の町職員の自治会加入率は、どうなって

いるのか。取組について伺う。 

（ウ）自治会加入率の推進について行政の取組につい

て見解を伺う。 
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２．『安全で環境

にやさしいまち

づくり』につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）町内８１件の空き家対策と独居老人の 1,975 世

帯の支援対策をどのよう行うか伺う。 

イ．南部広域行政組合の焼却施設の設置についてのその

後の進捗状況と今後の地域振興と火葬場建設との関り

について伺う。 

 

 

（１）消防・防災体制等の確立 

ア．西原町景観まちづくり条例と無電柱化推進計画との

関りについての取組状況を伺う。 

イ．『災害等から町民の身体、生命及び財産を守る』立場

から町内の道路整備に関する見解を伺う。 

ウ．災害時における町民の生命を守るうえで水は必 

要不可欠なものだけに町内の市街地、または農地等

の井戸の品質管理について伺う。 

エ．J アラートの訓練の際、町民への活動の取組に 

ついての見解を伺う。 

オ．西原団地裏の畑の水害対策についてその後の取組に

ついて伺う。 

カ．避難行動要支援者名簿の活用と避難方法等の 

マニュアルについてはどの様になっているか    

伺う。 

 

（２）区画整理事業について 

ア．今年度の区画整理事業の進捗状況と完成事業年度を

改めて伺う。 

 

イ．区画整理内の道路整備状況と上下水道整備状況を伺

う。 

 

（３）『豊かで活力のあるまちづくり』について 

ア．農業の振興 

（ア）本町の農業政策を町長に伺う。 

（イ）農業委員会の農業政策を伺う。 

（ウ）農業者等との意見交換会についての総括と農業委

員からの PFOS 等に関する見解を伺う。 

イ．観光振興および都市基盤施設の整備について 

（ア）モノレールの延伸について施政方針に一言も記

 

 

町 長 

 

 

 

 

町 長 

教育長 

農業委員会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

町 長 

農業委員会長 

 

 

 

 

町 長 
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されていないが改めて町長の見解を伺う。 

（イ）町観光まちづくり協会への補助額を伺う。 

（ウ）Park-PFI 制度の説明を求める。 

（エ）新たな公共交通モード導入に向けた実証事業に

取り組むとの事ですがモノレールの延伸と駅周辺の

再開発を含めた都市基盤整備の位置づけも検討され

なかったのか見解を求める。 

ウ．道路網及び排水施設の整備について 

その後の金秀鉄工横を通る新設道路設置計画の動向

を伺う。 

 

（４）その他 

 ア．教育環境の充実について 

（ア）学校改築基本計画と校区再編との関りについて伺

う。 

（イ）生涯学習の振興において町立図書館の利活用をど

のように推進する考えか見解を伺う。 

（ウ）内間御殿の進捗状況を伺う。 

イ．水道事業の改定について現状維持を求める声が多い

が改めて町長の見解を伺う。 

ウ．いいあんべー事業について 

（ア）導入の趣旨と事業責任者の所在を確認する。 

（イ）社協から民間へ移行し、令和８年度予算までのそ

れぞれの委託料金の推移を伺う。 

エ．農林水産業の振興について 

（ア）ゆがふ製糖の老朽化に伴う負担金について伺う。 

（イ）与那原・西原町漁業協同組合の本町組合員数と  

漁業実績を伺う。 

オ．商工業の振興 

公共事業の地元優先発注と雇用創出についての取組

を伺う。 

カ．執行体制と行財政の確立 

住民サービスの拠点である役場において自治体 DX

の推進により事業や組織変革が進んでいく中で職員の

定数増を図り、役場窓口の受付時間の短縮は住民が納

得いくとは思えないがその真意を聞く。 
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